
 

①事前協議
　・導入検討地域の想定

　・地域組織の設立

②運行計画等の作成
　・ニーズ調査 【再検討】
　・運行ルート・ダイヤ作成

　・資金計画

　・利用促進施策検討

　×
新規認定申請書 審査
・運行計画，資金計画等 ・導入支援基準に基づく審査

　○
【導入認定】

10月末

1月末頃まで

3月末
4月

※　更新認定（３年毎を予定）もほぼ同様

地域コミュニティ組織 市

導入支援イメージフロー
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地域公共交通会議
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・補助金交付・実績報告

・利用状況報告等

協 定

運
行

運行委託契約

導入に当たっては、単に「あれば便利」と考えず、しっかりと需要を把握するこ

とが大切です。 

このため、以下のように「運行計画」の素案を、地域の皆様の力で作成いただく

ことが重要と考え、市として情報提供・助言を行うとともに、平成 26 年度から、

導入検討に係る経費の助成を行います。 
 
１ ニーズ予備調査 
・関係地区の全住民を調査対象として、アンケート調査を行い、生活交通手段に困っている人を把握 

２ 運行計画案の作成 
・予備調査結果（生活交通手段に困っている人の住所・人数等）を住宅地図にプロット 

・その上で、運行事業者等との協議により、具体的な運行案を作成 

３ 資金計画案の作成 
・運行に賛同し、寄付等により運行を支援する病院・店舗等を募集 

・市補助額の試算 

・利用料金の仮設定と地域負担額の試算 

４ 利用意向調査 
・運行案について、条件を明示した上で、利用するか否かの意向をアンケート調査する。（確実に利用す

る人を把握） 

※ 必要に応じて、２～４について繰り返し精査・修正の上、実現可能な案を見出す。 

５ 運行計画の作成 
 ・利用促進策の検討も行い、運行計画を確定 

 

 

 

この部分に対する

支援です！ 


